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ょ

う
こ
う

松

田

　
二

郎

（

任
期
　
令
和
六
年
十
月
二
十
二
日
ま
で
）

東
京
都
議
会
議
員
（

都
議
会
公
明
党
）

東
京
都
議
会
議
員
（

東
京
都
議
会
自
由
民
主
党
）

東
京
都
中
小
企
業
団
体
中
央
会
　
副
会
長

役
　
　
職
　
　
名

東
京
都
議
会
議
員
（

日
本
共
産
党
東
京
都
議
会
議
員
団
）

　
東
京
都
信
用
保
証
補
助
審
査
会
委
員
名
簿

委
　
員
　
氏
　
名

東
京
都
議
会
議
員
（

東
京
都
議
会
立
憲
民
主
党
）

(

公
財

)

東
京
都
中
小
企
業
振
興
公
社
　
専
務
理
事

東
京
都
商
工
会
連
合
会
　
理
事

東
京
商
工
会
議
所
　
議
員

東
京
都
議
会
議
員
（

都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会
 
東
京
都
議
団
）

南
鷹
法
律
事
務
所
　
弁
護
士 （

敬
称
略
、

委
員
に
つ
い
て
は
五
十
音
順
）

(

会

長)
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東
京
都
信
用
保
証
補
助
審
査
会
条
例 

昭
和
二
八
年
三
月
三
一
日 

 
 

条
例 

第
六
〇
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改
正 

 

昭
和
四
九
年
一
〇
月
一
六
日 

 

条
例 

第
一
〇
六
号 

 

東
京
都
信
用
保
証
補
助
審
査
会
条
例
を
公
布
す
る
。 

東
京
都
信
用
保
証
補
助
審
査
会
条
例 

（
設
置
） 

第
一
条 

東
京
信
用
保
証
協
会
に
対
し
都
が
交
付
し
た
補
助
金
の
使
途
に
つ
き
、
そ
の
公
正
妥
当
を
期
す
る
た
め
、

知
事
の
附
属
機
関
と
し
て
東
京
都
信
用
保
証
補
助
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
お
く
。 

（
所
掌
事
項
） 

第
二
条 

審
査
会
は
、
知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
前
条
の
補
助
金
の
使
途
に
つ
き
審
査
し
て
答
申
す
る
。 

（
組
織
） 

第
三
条 

審
査
会
は
、
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
委
嘱
す
る
委
員
十
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

（
委
員
の
任
期
） 

第
四
条 

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を 

 

妨
げ
な
い
。 

（
会
長
の
選
任
及
び
権
限
） 

第
五
条 

審
査
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。 

２ 

会
長
は
、
審
査
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
理
す
る
。 

３ 

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
の
指
名
す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

（
招
集
） 

第
六
条 

審
査
会
は
、
知
事
が
招
集
す
る
。 

（
定
足
数
及
び
表
決
数
） 

第
七
条 

審
査
会
は
、
委
員
の
半
数
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
会
議
を
ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

審
査
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
委
任
） 

第
八
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
信
用
保
証
補
助
審
査
会
条
例
第
五
条
第 

 

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
会
長
の
職
に
あ
る
者
は
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
信
用
保
証
補
助
審
査
会 

 

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
会
長
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
職
務
を
行
う
も
の
と
す 

 

る
。 
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東
京
都
信
用
保
証
補
助
審
査
会
運
営
要
綱 

平
成
一
四
年
二
月
一
九
日 

一
四
産
労
商
金
第
一
三
二
一
号 

改
正 

平
成
二
九
年
三
月
三
一
日 

二
八
産
労
金
金
第
一
五
七
四
号 

改
正 

平
成
三
〇
年
六
月
一
日 

 

三
〇
産
労
金
金
第
三
三
三
号 

改
正 

令
和
三
年
七
月
八
日 

 
 

三
産
労
金
金
第
四
〇
二
号 

（
目
的
） 

第
一 

こ
の
要
綱
は
、
東
京
都
信
用
保
証
補
助
審
査
会
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
条
例
第
六
十
号
）
第
八
条
の 

規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
信
用
保
証
補
助
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
の
運
営
に
関
し
、
必
要
な
事 

項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
委
員
以
外
の
出
席
） 

第
二 

会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
の
出
席
を
依
頼
し
、
意
見
を
述
べ
、
又
は
説 

明
を
行
う
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
会
議
） 

第
三 

開
催
場
所
へ
の
参
集
が
困
難
と
判
断
さ
れ
る
場
合
や
効
率
的
な
会
議
運
営
な
ど
、
会
長
が
必
要
と
認
め
る
場

合
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
活
用
し
た
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
会
議
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
委
員
の
出
席
は
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
出
席
に
含

め
る
も
の
と
す
る
。
映
像
の
送
受
信
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
音
声
が
即
時
に
他
の
委
員
に
伝
わ
り
、
適

時
的
確
な
意
見
表
明
を
委
員
相
互
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。 

（
書
面
に
よ
る
議
事
） 

第
四 

知
事
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
前
条
に
よ
っ
て
も
会
議
を
開
け
な
い
と
き
、
又
は
書
面
に
よ
り
審
査

し
て
答
申
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
案
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
を
委
員
に
送
付
し
、

そ
の
意
見
を
徴
し
、
又
は
賛
否
を
問
い
、
そ
の
結
果
を
も
っ
て
審
査
会
の
議
決
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
会
議
の
公
開
） 

第
五 

審
査
会
は
こ
れ
を
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
部
分
に
つ
い
て
会
議 

 

を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
一
）
会
議
に
お
い
て
取
り
扱
う
情
報
が
、
東
京
都
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五
号
）
第
七 

条
各
号
に
該
当
す
る
と
き 

（
二
）
会
議
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
公
正
か
つ
円
滑
な
審
議
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら 

れ
る
と
き 

（
議
事
録
） 

第
六 

審
査
会
の
議
事
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
議
事
録
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
一
）
審
査
会
の
日
時
及
び
場
所 

（
二
）
審
査
会
に
出
席
及
び
欠
席
し
た
委
員
の
氏
名 

（
三
）
議
事
の
て
ん
ま
つ 

（
四
）
そ
の
他
必
要
な
事
項 

２ 

議
事
録
に
は
、
会
長
及
び
会
長
が
指
名
す
る
委
員
が
署
名
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

議
事
録
は
、
こ
れ
を
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
東
京
都
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五
号
）

第
七
条
各
号
に
該
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
事
前
調
査
） 

第
七 

東
京
都
は
、
審
査
会
に
先
立
ち
、
事
前
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
事
前
調
査
の
実
施
に
あ
た
り 
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必
要
な
事
項
は
、
別
途
定
め
る
。 

（
雑
則
） 

第
八 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
運
営
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。 

附 
則 

 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
十
四
年
二
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
  

附 

則 

 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

      

附 

則 

 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
三
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
要
綱
は
、
令
和
三
年
七
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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保証協会の積極的な保証を促すため、保証債務の履行（代位弁済）により生じた損失の一部を補助

東京都中小企業制度融資概要

信 用 保 証

保 証 債 務 履 行 補 助

信 用 保 証 料 補 助

預 託

中小企業に対する融資が円滑に行われるよう、保証協会が金融機関からの借入債務を保証

融資の原資となる資金を金融機関へ預入れ

小規模事業者等の負担軽減のため、信用保証料の一部を補助

中小企業 金融機関

① 融資申込み

東京都

② 保証申込み

③ 保証承諾

⑤ 代位弁済
（債務不履行時）

東京信用保証協会

④ 融資実行

信用保証料補助 預託

④信用保証料支払

保証債務履行補助
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【償却時補助】（令和５年度申請分の件数割合：99.9％） 【代位弁済時補助】（令和５年度申請分の件数割合：0.1％）

保証債務履行補助事業のスキーム

※ 東京信用保証協会は、補助金の受領後に中小企業者からの回収金が生じた場合、都と公庫に負担割合に応じた額を返納。

中小企業 金融機関
① 事故発生

⑦

督
促
・
回
収

東京都

専門家調査

補助審査会

東京信用保証協会

日本政策
金融公庫

求償権

② 代位弁済請求

③ 代位弁済

④ 求償権取得

⑤ 保険金請求

⑥ 保険金交付

⑧

回
収
不
能
・

⑩ 調査依頼⑪ 意見

⑬ 答申 ⑫ 諮問

⑨ 補助金請求

⑭ 補助金交付

中小企業 金融機関
① 事故発生

⑬

督
促
・

東京都

専門家調査

補助審査会

日本政策
金融公庫

② 代位弁済請求

③ 代位弁済

④ 求償権取得

⑤ 保険金請求

⑥ 保険金交付

⑭

回
収
・

⑧ 調査依頼⑨ 意見

⑪ 答申 ⑩ 諮問

⑦ 補助金請求

⑫ 補助金交付

東京信用保証協会

求償権

⑮求償権償却
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件数 金額 前年比 件数 金額 前年比 件数 金額 前年比 件数 金額 前年比 金額 前年比

平成26年度 95,279 1,303,405 89.6 83,941 1,066,403 93.0 429,598 3,891,172 90.4 7,507 79,720 80.7 17,096 92.3

平成27年度 91,425 1,362,558 104.5 82,342 1,160,290 108.8 398,974 3,543,006 91.1 6,616 68,287 85.7 15,819 92.5

平成28年度 92,697 1,322,297 97.0 83,880 1,132,123 97.6 375,621 3,272,035 92.4 5,781 59,731 87.5 15,911 100.6

平成29年度 90,902 1,274,438 96.4 83,633 1,101,292 97.3 361,633 3,071,643 93.9 4,829 51,122 85.6 13,842 87.0

平成30年度 85,486 1,263,307 99.1 78,374 1,097,247 99.6 338,729 2,896,384 94.3 4,831 48,204 94.3 12,318 89.0

令和元年度 103,648 1,644,389 130.2 92,930 1,331,571 121.4 329,972 2,894,684 99.9 5,043 49,517 102.7 11,161 90.6

令和2年度 326,222 7,741,360 470.8 294,844 6,278,632 471.5 463,039 6,761,172 233.6 3,345 35,846 72.4 9,771 87.5

令和3年度 86,014 1,306,315 16.9 85,493 1,239,488 19.7 478,337 6,763,396 100.0 2,724 32,483 90.6 8,889 91.0

令和4年度 96,469 1,624,192 124.3 80,432 1,159,727 93.6 488,449 6,402,228 94.7 4,194 51,508 158.6 9,790 110.1

令和5年度
（12月末）

67,340 1,095,795 96.7 60,821 914,146 109.5 471,911 5,815,081 89.1 4,494 52,488 149.8 7,352 101.2

※「前年比」＝金額での比較、令和5年度（12月末）においては、前年同期（令和4年12月）比の数値。

東京信用保証協会事業概況表 〔平成26～令和5年度（5年12月末）〕

区分

（ 単位 ： 百万円、％ ）

保証申込 保証承諾 保証債務残高 代位弁済 回収
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令和5年12月31日現在

3,119 件 3,119 件
（99.9 ％）

31,967,200 千円 2,532,420 千円 29,434,780 千円 25,751,332 千円 3,683,447 千円
（99.9 ％）

2 件 2 件
  （0.1 ％）

20,323 千円 0 千円 20,323 千円 16,220 千円 4,104 千円
（0.1 ％）

3,121 件 3,121 件
 （100 ％）

31,987,524 千円 2,532,420 千円 29,455,103 千円 25,767,552 千円 3,687,551 千円
（100 ％）

合計

償却時補助

代位弁済時補助

令和５年度 保証債務履行補助 補助金交付申請状況表

方　式

令和５年度
補助金交付申請

Ｅ＝ＣーＤ

保険金等

Ｄ

求償権残高

Ｃ＝Ａ－Ｂ

回収金額

Ｂ

代位弁済

Ａ
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東
京
都
信
用
保
証
補
助
審
査
会
に
係
る
事
前
調
査
実
施
要
領 

平
成
三
〇
年
六
月
一
日 

三
〇
産
労
金
金
第
三
三
四
号 

 

（
目
的
） 

第
一 

こ
の
要
領
は
、
東
京
都
信
用
保
証
補
助
審
査
会
運
営
要
綱
第
五
に
基
づ
き
、
東
京
都
（
以
下
「
都
」
と
い
う
。
）

が
実
施
す
る
事
前
調
査
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

 

第
二 

こ
の
要
領
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
一
）
五
年
償
却 

東
京
信
用
保
証
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
の
求
償
権
償
却
基
準
（
以
下
「
償
却
基
準
」

と
い
う
。
）
第
一
○六
に
よ
り
償
却
す
る
こ
と 

（
二
）
通
常
償
却 

償
却
基
準
第
○一
か
ら
○五
の
い
ず
れ
か
又
は
同
基
準
第
二
に
よ
り
償
却
す
る
こ
と 

（
三
）
重
点
案
件 

東
京
都
中
小
企
業
制
度
融
資
保
証
債
務
履
行
補
助
金
（
以
下
「
補
助
金
」
と
い
う
。
）
の
使
途

に
つ
き
審
査
す
る
案
件
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
案
件
を
い
う
。 

ア 

貸
付
実
行
日
か
ら
期
限
の
利
益
喪
失
日
が
一
か
月
以
内
又
は
貸
付
実
行
日
か
ら
期
限
の
利
益
喪
失
日
が 

三
か
月
以
内
で
保
証
金
額
が
一
〇
百
万
円
超
の
案
件 

イ 

補
助
金
の
交
付
対
象
の
利
用
口
数
が
六
口
以
上
の
案
件 

ウ 

都
が
負
担
す
る
補
助
金
額
が
一
〇
百
万
円
超
の
案
件 

（
四
）
無
作
為
抽
出
案
件 

補
助
金
の
使
途
に
つ
き
審
査
す
る
案
件
か
ら
重
点
案
件
を
除
い
て
無
作
為
に
抽
出
し
た

二
十
五
案
件 

（
実
施
内
容
） 

第
三 

事
前
調
査
は
次
の
各
号
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
一
）
都
職
員
に
よ
る
書
面
調
査 

ア 

調
査
対
象 

 
 
 

補
助
金
の
使
途
に
つ
き
審
査
す
る
案
件 

 
 

イ 

調
査
内
容 

東
京
都
中
小
企
業
制
度
融
資
保
証
債
務
履
行
補
助
金
交
付
要
綱
第
三
条
に
規
定
す
る
補
助
金
交
付
の
要
件

に
つ
い
て
、
都
職
員
が
書
面
に
て
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
二
）
都
職
員
に
よ
る
対
面
調
査 

ア 

調
査
対
象 

 
 
 

前
号
に
お
い
て
調
査
し
た
案
件
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
案
件 

 
 

（
ア
）
五
年
償
却
時
補
助
分
の
重
点
案
件 

 
 

（
イ
）
通
常
償
却
時
補
助
分
の
重
点
案
件 

 
 

（
ウ
）
代
位
弁
済
時
補
助
分
の
重
点
案
件 

 
 

（
エ
）
無
作
為
抽
出
案
件 

イ 

調
査
内
容 

 
 
 

主
に
次
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
、
都
職
員
が
協
会
の
実
務
担
当
者
と
対
面
に
て
調
査
を
行
う
も
の
と
す 

る
。 

 
 

（
ア
）
保
証
状
況
に
不
審
な
点
が
な
い
こ
と 

 
 

（
イ
）
代
位
弁
済
状
況
に
不
審
な
点
が
な
い
こ
と 

 
 

（
ウ
）
求
償
権
管
理
状
況
に
不
審
な
点
が
な
い
こ
と 

（
三
）
専
門
家
に
よ
る
書
面
調
査 
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ア 

調
査
対
象 

 
 
 

前
号
に
お
い
て
調
査
し
た
案
件 

    
イ 

調
査
内
容 

      

主
に
次
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
、
専
門
家
が
書
面
に
て
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
ア
）
資
金
使
途
に
疑
問
点
が
な
い
こ
と 

 
 

（
イ
）
後
向
き
な
融
資
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と 

 
 

（
ウ
）
事
業
計
画
等
返
済
見
込
み
が
あ
る
こ
と 

 
 

（
エ
）
事
故
原
因
に
不
審
な
点
が
な
い
こ
と 

 
 

（
オ
）
担
保
価
値
と
回
収
金
額
に
差
が
な
い
こ
と 

 
 

（
カ
）
そ
の
他
専
門
家
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

（
四
）
専
門
家
に
よ
る
対
面
調
査 

 
 

ア 

調
査
対
象 

前
号
に
お
い
て
専
門
家
が
更
に
詳
細
に
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
案
件 

 
 

イ 

調
査
内
容 

 
 
 

専
門
家
が
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
協
会
の
実
務
責
任
者
と
対
面
に
て
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
三
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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項目

調査項目

○　補助対象の制度融資か
○　業務方法書に従い債務の保証をしているか
○　日本政策金融公庫の保険金の補てんがあるか
○　補助金の金額算定に誤りがないか
○　保証状況（保証時の財務状況、資金使途、業歴、保証回数、企業規模、回収条件等）に
　　不審な点はないか
○　代位弁済状況（事故原因、業況、期限の利益喪失事由等）に不審な点はないか
○　求償権管理状況（担保処分、資産状況、保証人の現状、相続状況、督促状況等）に
　　不審な点はないか等

 ① 東京都職員による調査　　1,658 債務者 ／ 3,121 件 ／  3,687,551 千円

調査対象 全件
調査方法 債務者別資料等による書面及び補助事業者との対面による調査

 ③ 審査会：専門家が選定した個別説明案件　　　25 債務者 ／  104 件 ／  266,418 千円

 ② 専門家（弁護士及び公認会計士）による調査　74債務者 ／ 286 件 ／  591,273 千円

重点案件（一定基準（※）による選定）及び無作為抽出案件

調査方法 債務者別資料等による書面及び補助事業者との対面による調査

調査項目

○　資金使途に疑問点がないか
○　後向きな融資となっていないか
○　事業計画等返済見込みがあるか
○　事故原因に不審な点がないか
○　担保価値と回収金額に差がないか等

調査対象
貸付実行日から期限の利益喪失日が１か月以内
又は 貸付実行日から期限の利益喪失日が３か月以内で保証金額10百万円超
補助金の交付対象の利用口数が６口以上
都が負担する補助金額が１件10百万円超

説明

保証直後

多数口
高額

一
定
基
準

令和５年度 補助対象案件の調査状況

※
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